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１ 

午前９時５７分開会 

○工藤てつや委員長 皆さんおはようございます。 

  定刻前ではありますが、皆さんおそろいですの

で、議会運営委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 まず初めに、記録署名員を指

名いたします。 

  くじらい委員、へんみ委員、お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、提出案件（追加）につ

いてを議題といたします。 

○総務部長 皆様おはようございます。 

  私からは、令和８年第１回足立区議会定例会提

出案件の追加分について御説明をいたします。 

  整理番号１、足立区議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。議

員報酬及び期末手当の額の改定等に関する規定の

整備でございます。先議でお願いいたします。 

  ２、足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査

委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例。行政委員会の委員及び非常勤の監査

委員の報酬の額、改定等に関する規定の整備でご

ざいます。先議でお願いいたします。 

  ３、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例。足立区職員の旅費に関す

る条例の改正等に伴う規定の整備でございます。 

  ４、区議会等の行う調査のために出頭する者及

び公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改

正する条例。足立区職員の旅費に関する条例の改

正等に伴う規定の整備でございます。先議でお願

いいたします。 

  ５、足立区長等の給料等に関する条例の一部を

改正する条例。教育長及び常勤の監査委員の給料

額改定等に関する規定の整備でございます。先議

でお願いいたします。 

  ６、足立区職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例。特別区人事委員会勧告の趣旨に沿っ

た給与改定外でございます。 

  ７、足立区こども計画審議会条例を廃止する条

例。足立区こども計画審議会の廃止でございます。 

  ８、本庁舎北館大規模改修工事（第２期）請負

契約８億４，７００万円でございます。 

  ９、本庁舎北館大規模改修電気設備工事（第２

期）請負契約４億１，６９０万円でございます。 

  １０、本庁舎北館大規模改修機械設備工事（第

２期）請負契約４億９，１５９万円でございます。 

  １１、庁舎ホール床機構制御システムの更新に

ついて。２億４，７５０万円でございます。 

  １２、遮熱レースカーテンの購入について。６，

９３０万円でございます。 

  ８から１２につきましては、いずれも先議でお

願いいたします。 

  次のページへ行きまして、整理番号１３でござ

います。 

  災害用備蓄包括管理事業について。６億５，４

８７万３，３５６円でございます。こちらも先議

でお願いいたします。 

  １４、足立区特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定める条例。乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園制度）の実施に伴う条例制定

でございます。 

  １５、足立区特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例。児童福祉法及び子ども・子育て支援法の

改正に伴う規定の整備でございます。 
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２ 

  １６、足立区家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。

児童福祉法の改正に伴う規定の整備でございます。 

  １７、足立区乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例。乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準の改正に伴う規定の整備でございます。 

  以降は報告になります。いずれも専決処分した

事件の報告でございます。 

  報告１、自転車同士の事故に伴う和解３万３，

６００円。 

  報告２、自転車同士の事故に伴う和解５８万３，

５１２円。 

  報告３、区側の確認不足による不要な診断書取

得に対する補償金の支払６，６００円。 

  報告４、一本橋架け替え工事に伴い発生した損

害補償１１万５，０００円。 

  報告５、投票所入場整理券の郵送料、追加費用

に関する和解２６２万１，６１７円。 

  報告６、区営大谷田二丁目アパート３号棟解体

工事請負契約。契約金額の変更１件でございます。 

  私から以上でございます。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、令和７年度各会計補正

予算の概要についてを議題といたします。 

○政策経営部長 恐れ入ります。資料３ページをお

開きください。 

  補正予算案の概要を御説明いたします。 

  一般会計は、第１０号補正で７３億８，７００

万円余の増額。 

  国民健康保険特別会計は、第３号補正で４，３

００万円余の減額。 

  介護保険特別会計は、第３号補正で４，２００

万円余の減額。 

  後期高齢者医療特別会計は、第２号補正で６億

６，２００万円余の増額となっております。 

  続いて、歳入４ページでございます。 

  １番の特別区税２５億円余の増額。 

  １２番、特別区交付金３４億円余の増額となっ

ております。 

  ７ページからは、歳出予算の概要となっており

ますが、多くは契約差金、また、実績見込みによ

る減額となっております。 

  １８ページをお開きください。 

  教育費。１番の義務教育施設建設資金積立基金

積立金。こちらは、興本扇学園の改築工事経費と

して１７６億円余を新規に積立てするものでござ

います。 

  ２２ページは国民健康保険特別会計、２３ペー

ジは介護保険特別会計の概要、２４ページは後期

高齢者医療特別会計の概要となっております。 

  ２６ページでございますが、特定目的基金の積

立状況となっております。 

  私からは以上でございます。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、第１回足立区議会定例

会における質問者等についてを議題といたします。 

○ただ太郎議長 質問者等につきましては、別紙２

７ページのとおりとなります。 

  なお、質問通告書につきましては、既にタブレ

ット端末において閲覧可能となっておりますので、

後ほど御確認をお願いいたします。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 
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           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、議席の一部変更につい

てを議題といたします。 

○ただ太郎議長 別紙２８ページのとおりでござい

ます。本件につきましては、明日の本会議におい

て議決をいたします。 

  なお、２月２０日第２日目の本会議から新議席

といたします。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、常任委員会委員の所属

変更についてを議題といたします。 

○ただ太郎議長 別紙２９ページのとおりでござい

ます。本件につきましては、明日の本会議におい

て議決をいたします。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、議会運営委員会委員及

び議会基本条例制定特別委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

○ただ太郎議長 本件につきましては、議会運営委

員会委員及び議会基本条例制定特別委員会委員の

辞任願が提出された場合、明日の本会議において

日程の追加を諮り、委員会条例に基づき、審議委

員を選任いたします。 

  以上です。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、予算特別委員会の審査

日程及び構成についてを議題といたします。 

○ただ太郎議長 別紙３０ページ、３１ページのと

おりとなります。お願いします。 

○工藤てつや委員長 お願いします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、議員提出議案（条例）

についてを議題といたします。 

○ただ太郎議長 別紙３２ページから３６ページで

ございます。 

  議員提出第１号議案 足立区中小企業者等賃上

げ応援助成金条例です。 

  提出者は、日本共産党足立区議団並びにれいわ

新選組・市民派の会あだちに所属する全議員でご

ざいます。提案理由説明者は小林ともよ議員です。 

  上記の議案につきましては、２月２４日第３日

目の本会議におきまして、提案理由説明の後、所

管の産業環境委員会に付託をいたします。 

  以上です。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、請願の紹介議員の取り

消しについてを議題といたします。 

○ただ太郎議長 厚生委員会付託分（１）５受理番

号９、文教委員会付託分（１）５受理番号１４、

（２）５受理番号１５、（３）６受理番号３、

（４）６受理番号４、子ども・子育て支援対策調

査特別委員会付託分（１）６受理番号１１、上記

の請願につきましては、２月２４日第３日目の本

会議におきまして、紹介議員の取消しの了承を求

めますので、お願いいたします。 
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○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、陳情の受理件数につい

てを議題といたします。 

○ただ太郎議長 文教委員会１件でございます。 

○工藤てつや委員長 お願いします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、議事日程（第１号・第

２号・第３号）についてを議題といたします。 

○区議会事務局長 ３７ページを御覧ください。 

  令和８年第１回足立区議会定例会議事日程（第

１号）の案を説明いたします。 

  令和８年２月１９日午後１時開議分でございま

す。開会後、区長より第１回定例会招集について

の挨拶を受けていただきます。 

  次に、事務局長朗読の諸報告を受けていただき

ます。 

  次に、日程第１、会議録署名員の指名について。

１８番佐藤あい議員、４３番渡辺ひであき議員を

議長より指名させていただきます。 

  次に、日程第２、会期の決定について。２月１

９日から３月２４日までの３４日間とさせていた

だきます。 

  次に、日程第３、監査報告について。吉田こう

じ監査委員より、令和７年度定期監査第三期の結

果報告を受けていただきます。 

  次に、日程第４、一般質問について。２８番工

藤てつや議員、３９番たがた直昭議員の順序で質

問を行っていただきます。 

  次に、日程第５を単独議題とし、議席の一部変

更について。次回２月２０日の開議から実施する

旨を簡易採決により議決していただきます。 

  次に、日程第６を単独議題とし、常任委員会委

員の所属変更について。委員会条例第６条第２項

の規定により、岡田将和議員を産業環境委員会委

員から厚生委員会委員に変更する旨を簡易採決に

より議決していただきます。 

  以降は想定で御説明させていただきます。 

  土屋のりこ議員より、議会運営委員会委員及び

議会基本条例制定特別委員会委員の辞任願が提出

された場合、議長より委員の辞任を許可した旨、

報告させていただきます。 

  次に、日程の追加を諮り、追加日程第１、議会

運営委員会委員及び議会基本条例制定特別委員会

委員の選任についてを単独議題とし、欠員となっ

ている委員の選任について、新委員を議長より指

名させていただき、簡易採決により議決していた

だきます。 

  ３８ページを御覧ください。 

  議事日程（第２号）の案を説明いたします。 

  ２月２０日午後１時開議分でございます。 

  開会後、日程第１、一般質問について。３０番

ぬかが和子議員、２番加地まさなお議員、７番川

村みこと議員、３４番髙橋まゆみ議員の順序で質

問を行っていただきます。 

  次に、３９ページ、４０ページを御覧ください。 

  議事日程（第３号）の案を説明いたします。 

  ２月２４日午後１時開議分でございます。 

  開会後、日程第１、一般質問について。４４番

吉岡茂議員、３８番いいくら昭二議員、１２番し

ぶや竜一議員、３６番岡安たかし議員、４番西の

原ゆま議員、８番富田けんたろう議員の順序で質

問を行っていただきます。 

  次に、日程第２から第５までを一括議題とし、

令和８年度各会計予算４議案を提案理由説明の後、

予算特別委員会の設置を諮り、付託させていただ
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きます。同時に、予算特別委員会委員の選任につ

いて了承いただきます。 

  次に、日程第６から第９までを一括議題とし、

令和７年度各会計補正予算４議案を提案理由説明

の後、所管の総務委員会に付託させていただきま

す。 

  次に、日程第１０から第２８までを一括議題と

し、議案１９件を提案理由説明の後、所管の総務

委員会に付託させていただきます。 

  なお、提案理由説明に先立ち、日程第２１、第

３７号議案に関し、特別区人事委員会の意見を報

告させていただきます。 

  次に、日程第２９を単独議題とし、諮問１件を

区長により提案理由説明の後、委員会の付託を省

略して議決していただきます。 

  次に、日程第３０から第３３までを一括議題と

し、議案４件を提案理由説明の後、所管の区民委

員会に付託させていただきます。 

  次に、日程第３４から第３６までを一括議題と

し、議案３件を提案理由説明の後、所管の厚生委

員会に付託させていただきます。 

  次に、日程第３７から第４４までを一括議題と

し、議案８件を提案理由説明の後、所管の建設委

員会に付託させていただきます。 

  次に、日程第４５から第５０までを一括議題と

し、議案６件を提案理由説明の後、所管の文教委

員会に付託させていただきます。 

  次に、今回受理しました陳情１件について、所

管の文教委員会に付託した旨、了承していただき

ます。 

  次に、厚生委員会に付託し審査中の５受理番号

９、文教委員会で審査中の５受理番号１４、５受

理番号１５、６受理番号３、６受理番号４、子ど

も・子育て支援対策調査特別委員会で審査中の６

受理番号１１、以上６件の請願について、長谷川

たかこ議員の失職に伴い、紹介議員の取消しをさ

せていただくので、了承していただきます。 

  次に、日程第５１を単独議題とし、議員提出第

１号議案を、５番小林ともよ議員の提案理由説明

の後、所管の産業環境委員会に付託させていただ

きます。 

  以上でございます。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、足立区議会申し合わせ

事項の一部改正についてを議題といたします。 

○ただ太郎議長 別紙４１ページから４３ページの

とおりとなります。 

  改正箇所は、４２ページの網掛け下線部分で、

改正内容は、自民党の会派人数変更に伴い、質問

時間を８５分から８０分に変更、れいわ新選組・

市民派の会あだちの質問時間を２０分とするもの

となりますので、よろしくお願いいたします。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、次回議会運営委員会の

招集日についてを議題といたします。 

  こちらにつきましては、２月２７日金曜日、午

前１０時からとなりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、第１回足立区議会定例

会の会議日程についてを議題といたします。 

○区議会事務局長 資料４４ページを御覧ください。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

６ 

  ２月１９日の本会議から３月２４日の本会議ま

で、記載のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○工藤てつや委員長 よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、その他に移ります。 

  皆さんの方から何かございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、以上をもちまして、議会運営委員会

を閉会いたします。 

午前１０時１３分閉会 

 


